
 

 

事 務 連 絡 
令和５年１月１０日 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 担 当 部 局 
構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた  
地方公共団体の学校設置会社担当部局 
各国立大学法人附属学校担当部局 
各公立大学法人附属学校担当部局 

全国学力・学習状況調査担当課   御中 

 
文部科学省総合教育政策局調査企画課学力調査室  

 
令和５年度全国学力・学習状況調査に関する学校基本情報の確認 
及びオンライン方式により実施する調査の日程等の確認について 

 
全国学力・学習状況調査の実施に当たっては、平素より御理解・御協力いただき

ありがとうございます。 
令和５年度全国学力・学習状況調査の実施に先立ち、問題用紙等関係資料の配送

を円滑に行うための宛先や必要部数等を確認するため、調査への参加を予定する 

学校に対して、令和５年１月１９日より別紙のとおり学校基本情報の確認（Ｃ）  

及び（Ｄ）を行います。 
令和５年度調査の学校基本情報の確認（Ｃ）及び（Ｄ）については、各学校から

直接「令和５年度全国学力・学習状況調査 Web システム」（以下「Web システム」

という。）にて、オンラインで回答いただくようお願いします。 
なお、令和５年度においては、中学校英語「話すこと」調査は全ての中学校で、

児童生徒質問紙調査は希望する一部の小中学校でオンライン方式で実施することと

しており、各学校の希望も踏まえ文部科学省が日程を調整し指定する日に実施して

いただくこととしております。中学校英語「話すこと」調査の実施指定日、オンラ

イン方式で実施する児童生徒質問紙調査の実施指定日及び中学校英語「話すこと」

調査のオンライン実施に向けた事前検証②の実施指定日につきましては、Web シス

テムで下記のとおり閲覧可能としますので、閲覧可能期間に必ず学校で御確認くだ

さい。また、人事異動等により調査責任者（校長）や調査担当者が変更になった   

場合でも実施指定日を正しく引き継いでいただき、確実に当該実施指定日に実施さ

れるようお取り計らいください。 
ついては、都道府県私立学校担当部局においては、調査に関係する域内の私立学

校及びそれを設置する学校法人に対して、構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定

を受けた地方公共団体の学校設置会社担当部局においては、調査に関係する域内の

株式会社立学校及びそれを設置する学校設置会社に対して、国立大学法人附属学校

担当部局及び公立大学法人附属学校担当部局においては、調査に関係する附属学校

に対して、本事務連絡の内容について周知いただくようお願いいたします。 

 



 

 

記 
 

１ 学校基本情報の確認（Ｃ）及び（Ｄ）について 

  別紙を御参照ください。 
 

２ オンライン方式での調査日程等の閲覧について 

（１）小学校調査 
  ・ 閲覧対象：オンライン方式で実施する児童質問紙調査の実施指定日 
  ・ 閲覧可能期間：令和５年２月 10 日（金）～令和５年５月 16 日（火） 

  ・ 閲覧の方法：以下の URL（小学校調査の Web システム）にアクセスし、    

メインメニューから「児童質問紙調査の実施方法等の閲覧」

メニューをクリックすることで閲覧が可能です。 

https://www.gakuchousho.mext.go.jp 

  ・ 変更方法：やむを得ない事情により実施指定日に実施できなくなった場合

には、小学校調査コールセンター（℡03-6626-5809）に連絡し、

日程調整を行ってください。 

（２）中学校調査 
  ・ 閲覧対象：令和５年度全国学力・学習状況調査の中学校英語「話すこと」

調査のオンライン実施に向けた事前検証②の期間内実施校の実

施指定日※１ 
中学校英語「話すこと」調査の期間内実施校の実施指定日※２ 
オンライン方式で実施する生徒質問紙調査の実施指定日 

※１当日実施校は令和５年２月 17 日（金） 
※２当日実施校は令和５年４月 18 日（火） 

  ・ 閲覧可能期間：令和５年１月 19 日（木）～令和５年５月 26 日（金） 

  ・ 閲覧の方法：以下の URL（中学校調査の Web システム）にアクセスし、    

メインメニューから「オンライン調査の実施方法等の閲覧」  

メニューをクリックすることで閲覧が可能です。 

https://www.gakuchouchu.mext.go.jp 

  ・ 変更方法：やむを得ない事情により実施指定日に実施できなくなった場合

には、中学校調査コールセンター（℡03-5249-3331）に連絡し、

日程調整を行ってください。 
（３）留意事項 
   令和４年度の児童生徒質問紙調査のオンライン実施においては、事前の調整

なしに文部科学省が指定した日以外の日に実施する学校が多数あり、調査シス

テムや実施指定日に適切に実施している学校からの調査システムへの接続に 

影響を与えかねない状況が生じました。令和５年度はオンライン実施する学校

数が更に増えることから、実施指定日以外で実施をされた場合に、調査システ

ム等に重大な不具合を生じさせることも考えられますので、確実に実施指定日

に実施されるよう、各学校に御周知願います。 

＜本件担当＞ 
文部科学省総合教育政策局調査企画課学力調査室 

０３－５２５３－４１１１（内線３７２６） 


